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【令和８年度空飛ぶクルマ事業化準備事業】公募要領 

 

 

１ 事業の趣旨・目的 

  兵庫県では、2025 年大阪・関西万博後を見据えた空飛ぶクルマの社会実装の実現、県

内空飛ぶクルマ産業のエコシステムの形成を目指して、空飛ぶクルマのビジネス化を目

指す事業者を支援するため「空飛ぶクルマ実装促進事業補助金」を実施してきた。 

  2025年大阪・関西万博では、空飛ぶクルマが万博会場内のポートを拠点に会場周辺を

飛行する等、来訪者等が身近に空を自由に移動できる未来社会を体感するとともに、空

飛ぶクルマの認知度が大きく向上した。 

  また、県内では、ひょうご楽市楽座会場においてデモフライトを実施するとともに、

コックピットの試乗体験会や VRでの操縦体験等、空飛ぶクルマの社会受容性向上に資す

る取組が行われた。 

  空の移動革命に向けたロードマップにおいても、2027年～2028年を目途に空飛ぶクル

マの商用運航が一部先行する地域で開始することが想定されているなど、空飛ぶクルマ

の社会実装に向け一層官民一丸となった取組が重要となる。 

このような機運を逸することなく、空飛ぶクルマの早期実装を目指し、「実証等の支援」

から「事業化準備等の支援」へ段階を進め、県内実装に直結する取組を支援するため「空

飛ぶクルマ事業化準備事業補助金（以下「本補助金」という。）」を新設し交付するもの

である。 

 

 

２ 申請対象者 

（１）補助事業の申請者 

  補助事業の実施主体（申請できる方）は、将来、本県において空飛ぶクルマを活用し

た事業展開を計画している法人である。 

 

 ア 代表事業者・・・（必須） 

   本補助金において中核的に事業を実施する事業者のこという。本補助金の申請のほ

か、県との総合的な連絡窓口を担うとともに、補助事業の遂行、経費管理、実績報告

等は代表事業者が行うこと。 

 イ 共同事業者・・・（任意） 

   代表事業者と共に補助事業を実施する事業者であり、補助事業に対する一部経費を

負担する事業者のことをいう。 

 ウ 協力事業者・・・（任意） 

   代表事業者及び共同事業者が実施する補助事業として、技術支援等の協力を実施す

る事業者であり、補助事業に対する経費負担をしない事業者のことをいう。 
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（２）申請資格・要件 

  社会通念上、交付を受けるのにふさわしくない次に掲げる者は、申請することができ

ない。補助事業を共同で行う場合は、申請者である「代表事業者」だけでなく、「共同事

業者」のうちの１者でも該当する場合は、申請することができない。 

また、補助事業として採択されたのちに「代表事業者」又は「共同事業者」が次に該

当することとなったときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消す。 

 

ア 直近３事業年度の法人税、消費税及び地方消費税を完納していない者 

イ 地方税及びその附帯徴収金を完納していない者 

ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第 77 号)第２条第

２項に掲げる暴力団及びそれらの利益となる活動を行う者 

エ 法人にあっては罰金の刑、個人にあっては禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終

わり、又はその執行を受けることがなくなった日から一年を経過しない者 

オ 公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法

律第 54 号)第 49 条に規定する排除措置命令又は同法第 62 条第１項に規定する納付命

令を受け、その必要な措置が完了した日又はその納付が完了した日から一年を経過し

ない者 

 

また、次に該当する場合は、審査の対象から除外する。 

カ 提出書類に虚偽の記載があった場合 

キ 本要領に違反又は著しく逸脱した場合 

ク その他、審査結果に影響を及ぼす恐れのある不正行為があった場合 

 

（３）地元自治体の協力（必須条件） 

  本補助金の申請には、県内の空飛ぶクルマの商用運航に向けた事業を対象とするため、

地元自治体の理解を得ながら実施することが重要となる。 

  そのため、必ず本補助金の申請前に申請内容に関わる地元自治体に下記の事項につい

て、情報提供をしたうえで申請すること。 

なお、採択前、採択後に関わらず、事前の情報提供をせず、申請がなされていること

が判明した場合は、補助金の交付決定の全部を取り消す場合があるので、注意すること。 

 

 ア 本補助金の申請に内容について申請前に地元自治体の関係部署に説明を行うこと 

 イ 地元自治体の理解を得る観点で、 

ⅰ）地元自治体が協力事業者として主体的に地元調整や管内の空飛ぶクルマ実装に向

け支援を行うこと 

ⅱ）地元自治体が代表事業者等からの求めに応じて、地元の空飛ぶクルマ実装に向け

た地元住民や事業関係者への説明会等に出席すること 

ⅲ）代表事業者が数か月に一度の頻度で開催する本補助金の内容の進捗に関する補助

事業関係者の報告会に地元自治体の関係部署がオブザーバーとして参加すること
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（以下、「事業進捗報告会」という。） 

などの協力の方法が考えられるが、本補助金採択以降、代表事業者は少なくともⅲ）

による地元自治体の協力を求めること。 

 

 

３ 補助対象事業 

  補助対象事業は、上記１の「事業の趣旨・目的」に沿って、空飛ぶクルマの早期実装

を目指し、「実証等の支援」から「事業化準備等の支援」へ段階を進め、県内実装に直結

する次の（１）～（３）の事業とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）商用運航の実現に資する事業 

  県内において商用運航を実現するため、国土交通省等に航空法等に基づく申請に際し、

必要と考えられる事業者の取組み等を支援する。 

   

  【事業（例）】 

・ 県内の離着陸場における商用運航にあたり、航空法等の申請で必要となる空飛ぶク

ルマ実機、ヘリコプター、ドローン等を用いた飛行 

・ 県内の離着陸場における商用運航を想定した運航規程等の航空法上に定められる

各種規程等を整備する事業 

・ 県内の離着陸場における商用運航に際し必要となる運用上のマニュアル等を整備

する事業 

・ 空飛ぶクルマ関連技術者等の養成機関を整備する事業 等 
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 なお、本補助金においては、いわゆる空飛ぶクルマによるデモフライトは補助対象事

業にならないので、留意すること。 

 補助事業者は、航空法その他関係法令（将来制定又は改正されるものを含む。）を遵守

し、補助事業の実施に必要な許認可の取得又は取得見込みを有すること。 

また、これによりがたい時は、国の指針ガイドラインに準拠した取組を行うこと。 

 

（２）離着陸場整備事業 

  県内における商用運航に必要な離着陸場の整備に係る事業者の取組みを支援する。 

  整備にあたっては、航空法その他関係法令（将来制定又は改正されるものを含む。）を

遵守し、補助事業の実施に必要な許認可の取得又は取得見込みを有すること。 

また、これによりがたい時は、国土交通省が示す「バーティポート整備指針」など国

の指針ガイドラインに準拠した取組を行うこと。 

 

  【事業（例）】 

・ 県内離着陸場整備に係る基本設計等 

・ 県内離着陸場に係る設備・建設工事等 

・ 空飛ぶクルマの整備・駐機・運航支援の拠点を整備する事業 

・ 空飛ぶクルマ関連技術者等の養成機関を整備する事業   等 

 

 

（３）離着陸場候補地調査等事業 

  本補助金は、2025 年大阪・関西万博を経て高まった機運を逸することなく、県内に空

飛ぶクルマを早期実装し、空飛ぶクルマ商用運航の先行地域を目指すものである。 

  その実装をより県域全体に裨益するようにするため、県内における新たな離着陸場候

補となる地域を調査するため事業者の取組みを支援する。 

 

  【事業（例）】 

・ 新たな離着陸場候補地の調査 

・ 商用運航候補先の地元自治体との調整に関する取組 

 

  なお、申請事業者（代表事業者のほか、共同事業者、協力事業者を含む）が過去に兵

庫県の空飛ぶクルマに係る補助金（令和５年度～令和７年度空飛ぶクルマ実装促進事業

補助金）が受けて事業を実施した同一の場所ついては、申請を認めない。 

 

（４）留意点 

  ア 補助事業の実施目的について 

本補助金は、2025年大阪・関西万博を経て高まった機運を逸することなく、県内

の空飛ぶクルマの早期実装を目指し、事業化準備等を支援することを目的にしてい

る。このことから、補助事業の実施目的が、県内での空飛ぶクルマの商用開始に向
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けた取組であることが必要である。 

 

イ 他の補助金との関係 

  同一事業で、国又は地方公共団体、独立行政法人等の公的な補助金、助成金等の

交付を受けている場合、又は受けることが決まっている場合は、本補助金を申請す

ることはできない。 

  ただし、今回申請する事業に対して他の公的な補助金、助成金等の交付を受けて

いる場合、又は受けることが決まっている場合で、その補助金、助成金等の対象経

費と本補助金の対象経費を明確に区分でき、かつ同一事業の中において、事業内容

の一部を明確に切り分けて、本補助金での取組と他の補助金での取組を明確に区分

できる場合にのみ申請を認める。 

また、今回申請する本補助金以外に、同一事業で他の補助金、助成金等を申請中

又は申請予定の場合は、別紙１の１～１の３の事業計画書にその旨と対象経費等を

記載すること。 

 

  ウ 外部委託の制限 

    補助事業は、申請者が主体となって実施する必要がある。そのため、補助事業の

内容の全てを外部に委託した場合は補助対象とならないので、注意すること。 

 

 

４ 補助事業期間と補助金額等 

（１）商用運航の実現に資する事業 

補助上限 30,000千円 

補助率 １／２以内 

補助事業期間 交付決定日から令和９年３月１日（月曜日）まで 

 

（２）離着陸場整備事業 

補助上限 30,000千円 

補助率 １／２以内 

補助事業期間 交付決定日から令和９年３月１日（月曜日）まで 

 

（３）離着陸場候補地調査等事業 

補助上限 5,000千円 

補助率 １／２以内 

補助事業期間 交付決定日から令和９年３月１日（月曜日）まで 
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５ 補助対象経費 

（１）補助対象となる経費 

  補助事業の実施に直接必要な経費として明確に区分できるもので、補助金交付決定日

以降に、発注、契約等を行い、補助事業実施期間中に支払いが完了し、かつ証拠書類に

よって金額等が確認できる次に掲げる経費が対象となる。 

① 商用運航の実現に資する事業 

対象経費の区分 内容 

設備備品費 機器レンタル・リース料 本事業の遂行に必要な機器のレンタ

ル・リースに要した経費 

設置工事費 本事業の遂行に必要な機器をレンタ

ル・リースした際の設置工事費 

人件費 人件費 本事業に直接従事する者の人件費 

旅費 本事業に直接従事する者の旅費、滞在

費及び交通費 

委託料 委託料 共同事業者への委託料 

その他の経費 謝礼費 本事業の遂行に必要な外部専門家等

に支払われる経費 

会場使用料 本事業の遂行に必要な会議やイベン

ト開催のための会場使用料 

外注費 本事業の遂行に必要な機械装置備品

の加工やシステム構築等の外注に係

る経費 

安全対策費 本事業の遂行に必要な安全対策に係

る経費 

調査・分析費 本事業の遂行に必要な調査・分析に係

る経費 

保険料 本事業の遂行に必要な機器のレンタ

ル・リースに係る保険 

印刷製本費 本事業に係る資料や製本等の作成に

要した経費 

運搬費 本事業の遂行に必要な機器や資料等

の運搬に係る経費 

通信費 本事業の遂行に必要な通信に要する

経費 

消耗品費 本事業の遂行に必要な原材料、部品等

の購入に要する経費 

その他必要と認められる

もの 

本事業の遂行にその他必要と認めら

れる経費 
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② 離着陸場整備事業 

対象経費の区分 内容 

建設工事費 建設工事費 県内離着陸場整備に係る基本施設、附

帯施設等の整備に要する経費 

設備備品費 機械装置備品費 本事業の遂行に必要な機械装置（付随

する備品を含む）及びソフトウェアの

購入・製作に要した経費 

機器レンタル・リース料 本事業の遂行に必要な機器のレンタ

ル・リースに要した経費 

人件費 旅費 本事業に直接従事する者の旅費、滞在

費及び交通費 

委託料 委託料 共同事業者への委託料 

その他の経費 謝礼費 本事業の遂行に必要な外部専門家等

に支払われる経費 

会場使用料 本事業の遂行に必要な会議やイベン

ト開催のための会場使用料 

外注費 本事業の遂行に必要な機械装置備品

の加工やシステム構築等の外注に係

る経費 

安全対策費 本事業の遂行に必要な安全対策に係

る経費 

調査・分析費 本事業の遂行に必要な調査・分析に係

る経費 

保険料 本事業の遂行に必要な機器のレンタ

ル・リースに係る保険 

印刷製本費 本事業に係る資料や製本等の作成に

要した経費 

運搬費 本事業の遂行に必要な機器や資料等

の運搬に係る経費 

通信費 本事業の遂行に必要な通信に要する

経費 

消耗品費 本事業の遂行に必要な原材料、部品等

の購入に要する経費 

その他必要と認められる

もの 

本事業の遂行にその他必要と認めら

れる経費 
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③ 離着陸場候補地調査事業 

対象経費の区分 内容 

人件費 旅費 本事業に直接従事する者の旅費、滞在

費及び交通費 

委託料 委託料 共同事業者への委託料 

その他の経費 謝礼費 本事業の遂行に必要な外部専門家等

に支払われる経費 

会場使用料 本事業の遂行に必要な会議やイベン

ト開催のための会場使用料 

外注費 本事業の遂行に必要な役務等の外注

に係る経費 

調査・分析費 本事業の遂行に必要な調査・分析に係

る経費 

保険料 本事業の遂行に必要な機器のレンタ

ル・リースに係る保険 

印刷製本費 本事業に係る資料や製本等の作成に

要した経費 

運搬費 本事業の遂行に必要な機器や資料等

の運搬に係る経費 

通信費 本事業の遂行に必要な通信に要する

経費 

消耗品費 本事業の遂行に必要な原材料、部品等

の購入に要する経費 

その他必要と認められる

もの 

本事業の遂行にその他必要と認めら

れる経費 

 

（２）補助対象外経費 

  以下のものは補助の対象外となる。 

  ア 交付決定日よりも前に発注や契約行為を行ったもの 

  イ 補助事業完了日（令和９年３月１日まで）後に支払いを行ったもの 

  ウ 不動産購入費（区分所有権の取得を含む） 

  エ 提案、企画・立案に関するコンサルティング費 

  オ 借入れ、割賦販売等に伴う支払利息及び損害遅延金 

  カ 公租公課 

  キ 収入証紙等 

  ク 振込等手数料 

  ケ 飲食・接待費 

  コ 税務申告・決算書作成等のための税理士等に支払う費用 
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  サ パソコンなど汎用性のある量産用機械の購入費用 

  シ 販売促進費用 

  ス 実績報告書の作成、経理処理、従事日誌の作成等の間接業務に係る労務費及びそ

のために発生した経費 

  セ 県等による検査、評価等への対応に係る費用 

  ソ 上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費 

 

 （３）消費税等の扱い 

   補助事業における消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額については、当該消費

税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して申請すること。ただし、申請時にお

いて当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、

この限りではない。 

 

 

６ 申請方法 

  次の提出書類を、令和８年５月 14 日（木曜日）午後５時必着で、兵庫県産業労働部新

産業課あてに郵送（各提出書類を申請案件ごとに 10部を書類で提出し、データも提出す

ること）。 

（１）提出書類 

 ① 商用運航の実現に資する事業 

  ＜必須提出書類＞ 

   ア 補助金交付申請書（様式第１号及び１号の２） 

   イ 事業計画書（商用運航の実現に資する事業（様式別紙１の１）） 

   ウ 兵庫県における空飛ぶクルマ事業化ロードマップ（様式別紙１の５） 

   エ 補助申請内容に関係する法令等の根拠資料（様式任意） 

   オ 登記事項証明書又は現在事項全部証明書（添付書類） 

   カ 直近の決算関係書類（貸借対照表及び損益計算書）（添付書類） 

   キ 県税の納税証明書（添付書類） 

   ク 国税の納税証明書（添付書類） 

  ＜任意提出書類＞ 

   ア 補助申請内容に関する関係者事業者間等で締結された協定や覚書の写し 

   イ 事業や法人の紹介パンフレット等 

 

 ② 離着陸場整備事業 

  ＜必須提出書類＞ 

   ア 補助金交付申請書（様式第１号及び１号の２） 

   イ 事業計画書（離着陸場整備事業（様式別紙１の２）） 

   ウ 兵庫県における空飛ぶクルマ事業化ロードマップ（様式別紙１の５） 

   エ 補助申請内容に関係する法令等の根拠資料（様式任意） 
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   オ 登記事項証明書又は現在事項全部証明書（添付書類） 

   カ 直近の決算関係書類（貸借対照表及び損益計算書）（添付書類） 

   キ 県税の納税証明書（添付書類） 

   ク 国税の納税証明書（添付書類） 

  ＜任意提出書類＞ 

   ア 補助申請内容に関する関係者事業者間等で締結された協定や覚書の写し 

   イ 事業や法人の紹介パンフレット等 

 

 ③ 離着陸場候補地調査事業 

  ＜必須提出書類＞ 

   ア 補助金交付申請書（様式第１号及び１号の２） 

   イ 事業計画書（離着陸場候補地調査事業（様式別紙１の３）） 

   ウ 登記事項証明書又は現在事項全部証明書（添付書類） 

   エ 直近の決算関係書類（貸借対照表及び損益計算書）（添付書類） 

   オ 県税の納税証明書（添付書類） 

   カ 国税の納税証明書（添付書類） 

  ＜任意提出書類＞ 

   ア 事業や法人の紹介パンフレット等 

 

（２）留意点 

  ア 書類による提出部数は各 10部である。提出いただいた書類は、本審査以外には使

用せず、審査結果に関わらず返却できない。また、各書類についてデータも資料提

出先のメールアドレスに送付すること。 

  イ 同一事業者が複数案件の申請を行うことも可能である（ただし、対象経費につい

て、二重に計上することが無いよう注意のこと）。 

複数案件申請する場合は、添付書類を除き、案件ごとに作成のうえ各 10部提出す

ること。 

「商用運航の実現に資する事業」においては、補助事業で取り組む商用運航ルー

トごと（Ａ地点からＢ地点間、Ａ地点からＣ地点間など）、あるいは商用運航に際し

必要となるマニュアル作成や技術者等の育成する事業については商用運航に際し想

定する県内の離着陸場ごとに分けて申請すること。 

「離着陸場整備事業」においては、補助事業で取り組む県内に整備しようとする

離着陸場ごとに分けて申請すること。 

「離着陸場候補地調査事業」においては、県内における新たな離着陸場候補とし

て想定する地域ごとに分けて申請すること。 

  ウ 提出書類は、日本語で作成すること。ただし、申請者の住所及び名称、代表者の

氏名、固有名詞等については、外国語を用いて記載することができる。なお、外国

語を用いて記載した場合には、その読み方等を確認する場合がある。 

  エ 外国企業が単独で申請する場合、申請者をサポートする日本企業（代理店やパー



11 

 

トナー企業）の情報を、事業計画書（様式別紙１の１、１の２、１の３）に記載する

こと。 

オ 共同事業者の資料は、代表事業者が取り纏めの上、提出すること。 

  カ 県税の納税記録がない場合には、申立書(任意書式。記載事項は以下のとおり。) 

を作成の上、提出すること。 

【申立書記載事項】 

① 申請先の自治体に対して、納税義務を負っていない旨 

② ①により、提出ができない書類の名称 

 

（３）資料郵送及び提出先 

兵庫県産業労働部新産業課 

〒650-8567 兵庫県神戸市中央区下山手通５丁目 10番１号 

電話：078-362-9201 ファックス：078-362-4273 

メール：shinsangyo@pref.hyogo.lg.jp 

※公募要領及び申請書等の様式については、本県ホームページ 

（https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr10/sorakuru.html）からダウンロードできる

（郵送による配付は行わない）。 

 

（４）事前説明会の開催及び事前登録 

本公募事業に申請をご検討の方は、本公募事業に係る説明会を次のとおり開催する

ので、可能な限り参加すること。 

また、下記のフォームより事前登録をいただくと、公募に関する情報に更新があっ

た場合、登録メールアドレスあて通知する。 

 

  ＜事前説明会＞ 

   申 込 URL ： https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ssKVaxG-

YEu2AaXYFuEU93RIwiaRbVlOvYBaEwEbkntUMUtJVElIQklYV0E0Qk5aUUM4VkZYTU9PSC4u  

   申込期限：令和８年４月 10日（金曜日）17時 00分まで 

   開催日時：令和８年４月 14日（火曜日）14時 00分から（１時間程度） 

   開催方法：オンライン開催（Microsoft Teams を使用） 

   ※お申し込み後、別途視聴用 URL をメールにて通知する。 

 

＜事前登録＞ 

 申 込 URL ： https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ssKVaxG-

YEu2AaXYFuEU93RIwiaRbVlOvYBaEwEbkntUMUtJVElIQklYV0E0Qk5aUUM4VkZYTU9PSC4u  

 登録期限：令和８年５月 11日（月曜日）17時 00分まで 

 

（５）質疑 

  ア 質疑応答 

mailto:shinsangyo@pref.hyogo.lg.jp
https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr10/sorakuru.html
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ssKVaxG-YEu2AaXYFuEU93RIwiaRbVlOvYBaEwEbkntUMUtJVElIQklYV0E0Qk5aUUM4VkZYTU9PSC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ssKVaxG-YEu2AaXYFuEU93RIwiaRbVlOvYBaEwEbkntUMUtJVElIQklYV0E0Qk5aUUM4VkZYTU9PSC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ssKVaxG-YEu2AaXYFuEU93RIwiaRbVlOvYBaEwEbkntUMUtJVElIQklYV0E0Qk5aUUM4VkZYTU9PSC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ssKVaxG-YEu2AaXYFuEU93RIwiaRbVlOvYBaEwEbkntUMUtJVElIQklYV0E0Qk5aUUM4VkZYTU9PSC4u
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    質問は、県電子メールにて受け付け、後日、本県ホームページにて質問内容及び

回答を公開する。報道機関への対応を除いて、対面、電話、メール等での対応はし

ない。 

なお、事業説明会や報道機関への対応の中で生じた、共有すべき質問・回答につ

いては、同様に本県ホームページにて質問内容及び回答を公開する。 

   

イ 質問受付期間 

  令和８年４月１日（水曜日）14 時 00分から令和８年５月 11日（月曜日）17時 00

分まで 

 

  ウ 質問方法 

    下記のとおり電子メールにて送付ください。 

    メール：shinsangyo@pref.hyogo.lg.jp 

件 名：「空飛ぶクルマ事業化準備事業補助金質問」 

本 文：（１）氏名、（２）法人名、（３）所在地、（４）所属、 

（５）メールアドレス、（６）質問内容 

 

  エ 回答方法 

    質問への回答は本県ホームページ 

（https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr10/sorakuru.html）に掲示し、個別には回答し 

ない。 

    ただし、競争領域にあたる内容の場合は、申請者の申し出に応じ、個別に回答す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:shinsangyo@pref.hyogo.lg.jp
https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr10/sorakuru.html
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７ 審査方法 

（１）審査方法 

   有識者により構成された審査会を令和８年５月頃（予定）に開催し、申請企業から

事業計画書に基づきプレゼンテーションをしていただく。審査会では、下記の点を中

心に審査を行い、補助事業を採択する。 

 

＜審査のポイント＞ 

 審査項目及び審査項目ごとの配点は、次のとおりである。 

 

ア 商用運航の実現に資する事業 

区分 項目 審査項目 配点 

ア 事業の計画性 

① 商用運航までの全体計画が明確か 

② 全体計画を踏まえて、令和８年度に本補助金

で取り組む内容が明確か 

③ 本県での商用運航の実現可能性が合理的に説

明されているか（機体メーカーと型式認証取

得時期など商用運航の実装時期に影響する観

点が明記されているか） 

※ 過去に県「空飛ぶクルマ実装促進事業補助金」

で取り組んだ内容との違いも考慮すること 

30点 

イ 
事業の必要性・

妥当性 

① 商用運航の実現に対し本事業での取組が必要

なものか（国土交通省等に航空法等に基づく

申請に必要であると考えられるかが具体的に

説明されているかどうか） 

② 商用運航の実現への課題が適切に分析され、

効果的に解決するアプローチとなっているか 

③ 商用運航の実現により関連産業の広がりなど

県経済に裨益する内容か 

30点 

ウ 
県内事業者 

の参画 

① 申請に際し、多くの県内事業者の参画を得ら

れているか 

② 空飛ぶクルマの県内エコシステムを構築する

にあたり必要な県内事業者の参画を得られて

いるか 

20点 

エ 実施体制・連携 

① 事業の実施にあたり「共同事業者」、「協力事

業者」が適切な役割で参画しているかどうか 

② 事業の進捗把握と管理ができる適切なマネジ

メント体制がとられる見込か 

20点 

合計 100点 
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イ 離着陸場整備事業 

区分 項目 審査項目 配点 

ア 事業の計画性 

① 離着陸場整備までの全体計画が明確か 

② 全体計画を踏まえて、令和８年度に本補助金

で取り組む内容が明確か 

③ 本県での離着陸場整備の実現可能性が合理的

に説明されているか（想定される商用運航の

実装時期から逆算して適切な整備であること

が明記されているか） 

※ 過去に県「空飛ぶクルマ実装促進事業補助金」

で取り組んだ内容との違いも考慮すること 

30点 

イ 
事業の必要性・

妥当性 

① 離着陸場整備に対し本事業での取組が、法令

上必要なものであり、費用対効果の観点から

適切なものになっているか 

② 離着陸場整備への課題が適切に分析され、効

果的に解決するアプローチとなっているか 

③ 離着陸場整備により関連産業の広がりなど県

経済に裨益する内容か 

30点 

ウ 
県内事業者 

の参画 

① 申請に際し、多くの県内事業者の参画を得ら

れているか 

② 空飛ぶクルマの県内エコシステムを構築する

にあたり必要な県内事業者の参画を得られて

いるか 

20点 

エ 実施体制・連携 

① 事業の実施にあたり「共同事業者」、「協力事

業者」が適切な役割で参画しているかどうか 

② 事業の進捗把握と管理ができる適切なマネジ

メント体制がとられる見込か 

20点 

合計 100点 
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  ウ 離着陸場候補地調査事業 

区分 項目 審査項目 配点 

ア 事業の計画性 

① 令和８年度に本補助金で取り組む内容が明確

か 

② 本県での新たな離着陸場としての実現可能性

が合理的に説明されているか 

30点 

イ 
事業の必要性・

妥当性 

① 新たな離着陸場候補地調査として、本事業で

の取組が費用対効果の観点から適切なものに

なっているか 

② 本事業での新たな離着陸場候補地調査が必要

な理由が適切に分析され、効果的なものとな

っているか 

30点 

ウ 
県内関係者 

の参画 

① 離着陸場調査先（現地関係者や運航事業者、

ポート事業者等）との調整が適切に行われて

いるか 

20点 

エ 実施体制・連携 

① 事業の実施にあたり「共同事業者」、「協力事

業者」が適切な役割で参画しているかどうか 

② 事業の進捗把握と管理ができる適切なマネジ

メント体制がとられる見込か 

20点 

合計 100点 

 

（２）審査結果 

   審査の結果は、令和８年５月末（予定）に書面で通知する。個別の審査結果に関す

るお問い合わせには応じられない。 

 

（３）採択事業の公表 

   採択された補助事業は、企業名、計画名称・概要等を兵庫県ホームページで公表す

る。 

 

８ 採択後の手続き 

（１）補助事業の経費区分の金額の変更又は事業内容の変更 

  以下に該当する場合は、事前に申請し承認を得る必要がある。 

ア 補助事業の経費区分の金額の変更（２割を超えて増減する場合） 

  イ 事業内容の変更（事業の基本部分に関わらない軽微な変更を除くが、軽微な変更

にあたるか否かは、兵庫県が判断するので、必ず事前に相談のこと）。 

 

（２）事業途中での中止や廃止 

   真にやむを得ない場合以外は認められない。 
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（３）状況報告 

   補助事業の進捗状況について、令和８年 12 月 15 日（火曜日）までに補助事業遂行

状況報告書(採択後、別途案内する)を提出すること。  

   なお、その際には、「２ 申請対象者」の「（３）地元自治体の連携」で条件とした

「事業進捗報告会」に出席者名簿や当日資料、議事録なども合わせて提出すること。 

ただし、補助事業を令和８年 11 月 30 日（月曜日）までに完了した場合は提出の必

要はない。 

 

（４）実績報告 

   補助事業の実施結果について報告するため、補助事業の完了した日の翌日から起算

して 15日を経過した日までに、補助事業実績報告書等(採択後、別途案内する)及び経

費支出根拠資料（見積書、請求書、納品書、通帳の写し等）を提出すること。 

 

（５）補助金の経理 

補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類は、補助事業以外の

経理と明確に区分し、補助事業が完了した日の属する兵庫県の会計年度の終了後 10年

間保存すること。この期間中、県や国の補助金等の執行を監督する会計検査院からの

求めがあった際に、いつでも閲覧に供せるように保存しておかなければならない。 

本事業の実施期間中又は終了後、会計検査院等による実地検査が実施される可能性

もあり、補助金を受けた者の義務として応じなければならない。また、検査等の結果、

仮に補助金の返還命令等の指示がなされた場合には従わなければならない。 

 

（６）財産の管理及び処分の制限 

   補助事業により取得し、又は効用の増加した財産の取得価格又は増加価格が１件あ

たり 50万円以上の財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和 40

年大蔵省令第 15 号）に定める期間の保管が必要である。ただし、10年を超える期間の

財産は 10年とする。 

この期間中、知事の事前承認を得ることなく、補助金交付の目的に反して使用し、

譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することはできない。 

   また、上記取得財産に関して、財産管理台帳を備え、その処分制限期間の間、保存

しておかなければならない。 

 

（７）経過報告 

事業年度終了後５年間は、年度毎に補助事業に係る過去１年間の事業状況について

報告いただく場合がある。 

 

（８）結果等のフィードバック 

空飛ぶクルマの県内社会実装の実現を加速させるため、補助事業から得たデータや

結果等は、営業秘密に該当する事項を除き、兵庫県等が実施する会議の場においてフ
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ィードバックをお願いする場合がある。 

 

 

 

 

 


